




・介護保険上の加算等を算定するようなリ
　ハビリは行っていませんが、希望者には
　リハビリ専門職（理学療法士や柔道整復
　師等）による施設独自のリハビリサービ
　スを、日々の生活やレクリェーションを
　組み合わせて提供することで機能維持に
　努めます。　努めます。











【障がい者グループホーム スマイルハウス】　　〒880-0047　宮崎市平和が丘西町31番地3

【ヘルパーセンター平和の森】　　　　　　 　　〒880-0021　宮崎市清水3丁目8-7　301号




